
１　ラスパイレス指数の状況（令和６年４月１日現在）

○

○

○

【表１】団体区分別ラスパイレス指数の状況

＜参考＞

　ラスパイレス指数は、地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準
で比較するため、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００とし
て計算した指数である（別添参照）。

　県内５８市町村（指定都市除く）のうち、ラスパイレス指数が１００以上
の団体は７団体（１２．１％）である（表２）。

100.8 100.7 0.1

福 岡 市 101.2 101.7 △ 0.5

区　分 R6.4.1 R5.4.1 増　減

△ 0.1

市 平 均
（ 指 定 都 市 除 く ）

98.7

※２ 　全地方公共団体平均は、都道府県、市町村及び特別区の平均である。

96.4 96.3 0.1

全地方公共団体
平 均

0.0

全
　
国

市　　平　　均
（指定都市除く）

98.8

98.6 98.6 0.0

98.8

町 村 平 均

※１

98.7 0.0

町 村 平 均 96.9

福　　岡　　県

県
　
内

北 九 州 市 101.6 101.7

97.0 △ 0.1

市 町 村 平 均
（ 指 定 都 市 除 く ）

98.3 98.3 0.0

　県内５８市町村（指定都市除く）のラスパイレス指数（加重平均）は
９８．３で、全体としては、昨年度に引き続き、国の水準を下回ってい
る（表１）。

区　分 R6.4.1 R5.4.1 増　減

　県内５８市町村（指定都市除く）のラスパイレス指数の上位団体は、以下
のとおりである（表３、４）。
　①大野城市（１００．９）
　②行橋市　（１００．４）
　②苅田町　（１００．４）
  ④太宰府市（１００．３）
　④那珂川市（１００．３）
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【表２】県内市町村（指定都市除く）のラスパイレス指数の分布状況

【表３】県内市町村（指定都市除く）のラスパイレス指数の上位団体、下位団体

（上位団体） （下位団体）

・地域手当補正後ラスパイレス指数（参考）

（上位団体） （下位団体）

※

5 福津市 94.5

3 川崎町 92.8

4

補正後ラス

1 大任町 90.4

2 東峰村 92.62 筑紫野市 102.2

順位

4

団体名

那珂川市 100.3

4 篠栗町 100.4

3 大野城市 100.9

4 行橋市 100.4

団体名

4

ラス

100.4

100.3

1

2

1 苅田町 103.4

95以上100未満

90以上95未満

90未満

県内市町村計

団体名

大野城市

ラス

90.4

92.6

1

0

△ 1

△ 1

0

43

58

0

9

42

10

58

順位

東峰村行橋市

0

区　分

110以上

105以上110未満

100以上105未満

R6.4.1

0

2

0

増　減R5.4.1

7

0

0

5

0

　地域手当補正後ラスパイレス指数は、団体の地域手当支給率と国基準の地域手当
支給率の差を反映させて算出したものである（別添参照）。

0

古賀市 94.0

大任町

苅田町

太宰府市

100.9

100.4

5 鞍手町 94.4

鞍手町 94.4

順位 団体名

順位

4

2

2

3 川崎町 92.8

補正後ラス
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【表４】県内市町村（指定都市除く）の団体別ラスパイレス指数の状況

38

25

39

17

27

25

6

11

3

20

6

43

54

11

4

41

11

9

2

22

14

15

21

51

27

8

17

24

22

4

55

52

34

22

35

14

7

16

8

1

52

4

6

14

8

2

38

8

11

19

12

18

49

24

98.6

100.3

94.5

97.4

98.6

102.2

99.8

100.9

99.2

100.3

96.7

96.9

99.8

100.0

△ 0.2

0.6

97.2

99.4

98.5

0.5

0.1

△ 0.1

△ 0.1

0.0

△ 0.1

99.7

97.1

98.2

△ 0.7

0.3

0.4

△ 0.5

0.5

99.3

98.8

99.8

100.2

93.7

100.6

93.4

95.2

0.3

0.0

0.3

0.1

△ 0.4

△ 0.5

0.1

△ 0.8

△ 0.1

0.0

0.7

0.8

△ 0.3

0.6

97.0

99.8

100.1

99.4

98.6

99.7

99.2

99.0

95.4

99.0

100.0

98.9

97.7

98.9

97.2

99.4

98.5

98.6

100.3

94.5

100.3

94.0

94.5

97.4

98.6

96.9

99.8

100.0

99.3

99.8

100.9

95.0

98.5

100.1

99.4

99.8

100.4

順位
R6.4.1 R5.4.1

順位
増減

99.7

100.5

98.9

99.7

99.5

99.1

95.0

98.5

100.1

99.4

99.8

100.4

地域手当
補正後ラス
（R6.4.1）

98.9

99.7

99.5

99.1

筑紫野市

春 日 市

大野城市

糸 島 市

那珂川市

嘉 麻 市

朝 倉 市

みやま市

福 津 市

うきは市

宮 若 市

宗 像 市

太宰府市

古 賀 市

筑 後 市

豊 前 市

中 間 市

小 郡 市

行 橋 市

大 川 市

団体名

田 川 市

柳 川 市

八 女 市

久留米市

直 方 市

飯 塚 市

大牟田市
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順位
R6.4.1 R5.4.1

順位
増減

地域手当
補正後ラス
（R6.4.1）

団体名

50

31

58

47

33

40

45

34

56

1

47

36

24

52

44

55

22

27

19

52

36

15

57

35

9

42

31

27

49

46

4

35

39

46

24

44

46

48

28

58

44

32

2

41

50

57

30

43

30

16

97.5

103.4

98.1

96.8

98.2

98.5

95.5

95.4

98.7

95.9

100.4

99.3

100.0

94.9

95.1

98.2

98.0

92.8

90.4

95.5

94.9

96.6

94.4

97.5

99.5

92.6

97.6

98.9

98.5

97.1

96.1

0.5

0.5

△ 0.6

△ 0.8

△ 0.1

0.9

△ 0.5

△ 4.2

0.5

1.0

0.0

0.7

0.0

0.6

0.1

△ 0.7

0.3

0.9

0.3

0.8

0.4

94.4

94.6

98.8

96.3

97.6

99.5

96.7

95.4

98.1

94.6

94.4

98.5

94.8

95.8

98.3

99.0

97.3

96.3

0.3

△ 0.1

93.5

91.9

98.1

97.9

97.2

96.3

98.6 △ 0.6

95.7

94.1

96.7

99.1

96.8

98.1

△ 0.7

△ 1.5

△ 0.5

0.8

0.6

△ 0.1

△ 0.2

95.1

98.2

90.4

95.5

97.5

100.4

96.2

94.9

98.5

97.1

96.1

98.0

92.8

29

56

95.5

95.4

98.7

94.9

96.6

94.4

98.9

40

54

32

12

19

24

37

42

21

50

97.6

99.3

97.2

96.8

95.4

98.5

95.9

築 上 町

福 智 町

苅 田 町

みやこ町

赤     村

香 春 町

添 田 町

糸 田 町

吉 富 町

上 毛 町

広 川 町

桂 川 町

筑 前 町

東 峰 村

川 崎 町

大 任 町

92.6

97.6

遠 賀 町

小 竹 町

鞍 手 町

大刀洗町

大 木 町

97.5

99.5

芦 屋 町

水 巻 町

岡 垣 町

新 宮 町

久 山 町

粕 屋 町

篠 栗 町

志 免 町

須 恵 町

宇 美 町
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２　昇給・昇格制度の見直しの状況（令和６年４月１日現在）

○

○

【表５】県内市町村（指定都市除く）の昇給・昇格制度の見直しの状況

　国においては、平成25年１月１日より、高位の号俸から昇格した場合の俸給月額
の増加額を縮減するとともに、平成26年１月１日から55歳を超える職員は標準の勤
務成績では昇給停止とする措置が講じられている。

　県内５８市町村（指定都市除く）のうち、昇格時の号給縮減措置を講じてい
るのは４７団体である。（表５）

那珂川市 ○

朝 倉 市

糸 島 市

みやま市

○

嘉 麻 市

○

○

○

○

福 津 市

宮 若 市

うきは市

古 賀 市

○

○

○

宗 像 市

春 日 市

○

○

小 郡 市

○○

○

大野城市

豊 前 市 ○

中 間 市 ○

八 女 市

筑 後 市

行 橋 市

大 川 市

柳 川 市

田 川 市

○

○

○

○

○

直 方 市

○

久留米市

飯 塚 市

　県内５８市町村（指定都市除く）のうち、昇給停止措置を講じているのは１
８団体である（他の４０団体は標準の勤務成績では２号給昇給とする昇給抑制
措置を実施）。（表５）

昇格時の号給縮減措置

○

○ ○

団体名
55歳超昇給停止措置
（標準の勤務成績）

大牟田市

○

○

筑紫野市

太宰府市
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昇格時の号給縮減措置団体名
55歳超昇給停止措置
（標準の勤務成績）

（参考）昇格時の号給縮減措置（昇格時対応号給表の改正）

例　５級85号給から６級に昇格する場合

実施団体数 47 18

吉 富 町

みやこ町

赤     村

大 任 町 ○

築 上 町

上 毛 町

苅 田 町

福 智 町

○

○

糸 田 町

香 春 町 ○

○

○

○

○

添 田 町

○

川 崎 町

大刀洗町

○

広 川 町

大 木 町

東 峰 村

○

○

鞍 手 町

筑 前 町

桂 川 町

小 竹 町 ○

○

○

○

○

水 巻 町

遠 賀 町

岡 垣 町

芦 屋 町

○

○

○

○

○

新 宮 町

○

粕 屋 町

久 山 町

○

須 恵 町 ○ ○

○

○

○

○

宇 美 町

○

志 免 町

篠 栗 町

○

○

○

○

○

（未実施）　　　（措置済）
６級65号給　→　６級51号給

○

○
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３　地域手当の状況（令和６年４月１日現在）

○

【表６】国の基準を上回る地域手当の支給を行っている団体の状況

【表７】県内市町村（指定都市除く）の地域手当の状況

※　　表に記載のない団体は、国基準及び団体のいずれも支給率０％

※ 　地域手当は、地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するよう、物価等も踏まえつつ、主
に民間賃金の高い地域に勤務する職員の給与水準の調整を図るため支給される手当である。

該当団体数 15 18 8

苅 田 町 3% 3%

みやこ町 2% 2%

粕 屋 町 6% 6%

新 宮 町 6% 6%

久 山 町 3% 6% 3%

志 免 町 6% 6%

須 恵 町 3% 6% 3%

宇 美 町 3% 3%

篠 栗 町 3% 6% 3%

糸 島 市 6% 6%

那珂川市 6% 6%

福 津 市 10% 10%

太宰府市 6% 6%

古 賀 市 3% 6% 3%

大野城市 6% 6%

宗 像 市 5% 5%

筑紫野市 3% 6% 3%

春 日 市 10% 10%

団体名

地域手当（※）

国基準の
支給率

団体の
支給率

超過
支給率

非支給

5% 宗像市

3% 苅田町

2% みやこ町

　県内５８市町村（指定都市除く）のうち、国の基準を上回る地域手当を支給しているの
は８団体である（表６、７）。

国基準の
支給率

団体の
支給率

団　体　名

3% 6% 筑紫野市、古賀市、篠栗町、須恵町、久山町

7 / 10 ページ



４　自宅に係る住居手当の状況（令和６年４月１日現在）

【表８】自宅に係る住居手当の制度が残っている団体の状況

R6.4.1 R5.4.1

(5.2%) (6.9%)

3 4

(8.2%) (8.8%)

146 158

【表９】県内市町村（指定都市除く）の自宅に係る住居手当の状況

団体数

3

55

58

制度廃止済団体

計

団　体　名

行橋市、宮若市、赤村

※うち添田町、上毛町は経過措置中

区　分

制度未廃止団体

　県内５８市町村（指定都市除く）のうち、自宅に係る住居手当の制度が残っているの
は３団体である（表８、９）。

増　減区　分

県　　内
市 町 村

（指定都市除く）

全 地 方
公共団体

○

△ 12

(△0.7%)

△ 1

(△1.7%)
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　〔参考〕ラスパイレス指数の算出方法

　　ラスパイレス指数は、国の給与水準を１００として、地方公共団体における給与水準を

　指数で示したものである（国の行政職俸給表（一）の適用を受ける職員とこれに相当する

　地方公共団体の職員との比較）。

　　ラスパイレス指数は、職員を学歴別、経験年数別に区分し、地方公共団体の職員構成が

　国の職員構成と同一と仮定して算出したものであり、地方公共団体の仮定給料総額（地方

　公共団体の学歴別、経験年数別の平均給料月額に国の職員数を乗じて得た総和）を国の実

　俸給総額で除したものである。

【計算例】

（ 大 学 卒 ）

職員数(人) Ａ×Ｂ Ａ×Ｃ

経験年数 国 国 対象団体  (百円)  （百円）
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

　　　　１年未満 3,332 2,024 1,977 6,743,968 6,587,364
１年以上２年未満 3,315 2,079 2,043 6,891,885 6,772,545
２年以上３年未満 3,479 2,148 2,107 7,472,892 7,330,253

３年以上５年未満 7,262 2,254 2,194 16,368,548 15,932,828

５年以上７年未満 6,339 2,407 2,351 15,257,973 14,902,989

７年以上10年未満 8,373 2,607 2,538 21,828,411 21,250,674

10年以上15年未満 9,595 2,959 2,820 28,391,605 27,057,900

15年以上20年未満 10,645 3,424 3,221 36,448,480 34,287,545

20年以上25年未満 13,025 3,743 3,650 48,752,575 47,541,250

25年以上30年未満 12,414 3,972 3,853 49,308,408 47,831,142

30年以上35年未満 9,151 4,061 3,988 37,162,211 36,494,188

35年以上　　　　 2,440 4,074 4,045 9,940,560 9,869,800
Ｆ Ｇ

計 89,370 284,567,516 275,858,478

（ 短 大 卒 ）

Ｈ Ｉ
計 7,948 25,432,435 25,157,638

（ 高 校 卒 ）

Ｊ Ｋ
計 41,948 140,983,378 142,184,023

（ 中 学 卒 ）

Ｌ Ｍ
計 32 79,955 85,945

＝ 98.3（小数点以下第２位四捨五入）

平均俸給(給料)月額（百円）

×100
(284567516)+(25432435)+(140983378)+(79955)

ラスパイレス指数＝
Ｇ＋Ｉ＋Ｋ＋Ｍ

×100
Ｆ＋Ｈ＋Ｊ＋Ｌ

＝
(275858478)+(25157638)+(142184023)+(85945)
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　〔参考〕地域手当補正後ラスパイレス指数

　　地域手当補正後ラスパイレス指数は、平成１８年度からの国の給与構造改革に伴い、地

　域の民間賃金水準を基礎とした客観的な支給基準に基づく地域手当が導入されたことから、

　当該地域手当を加味したラスパイレス指数を参考として算出したものである。

地域手当補正後ラスパイレス指数　＝

※ 　地域手当補正後ラスパイレス指数は、市役所（町村役場）所在地における地域手当の支給率のみ

を用いて算出しており、実際の地域手当の支給額は、勤務地や異動保障の有無等により異なる場合

がある。

（イメージ図：国の指定基準に基づく地域手当支給率が３市とも５％の場合）

補正後ラス

補正前ラス

1.05
＝ 99.0

給料

＝ 100.0

100.0

×
1.05

100.0

1.05

↓ 同じ

1.08

1.05
×

99.0

101.8

1.03

下降 上昇

×

101.0

↓

＝ 101.0

99.1

↓

１＋当該団体の地域手当の支給率

１＋国の指定基準に基づく地域手当の支給率
補正前のラスパイレス指数 × 

国基準と同じ
地域手当を支給

地域手当
（５％）

給料

地域手当
（８％）

給料

国基準を下回る
地域手当を支給

地域手当
（３％）

Ａ市 Ｂ市 Ｃ市

国基準を上回る
地域手当を支給

補正後ラス
100

補正前ラス
100
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